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議案第１２号  

 

 

 

飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について  

 

 

 

 飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

 

 

 

令和８年２月２４日提出  

 

 

飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由  

 基金の名称及び目的を改めるための改正 
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飛驒市積立基金条例の一部を改正する条例 

 

 

 

飛驒市積立基金条例（平成16年飛驒市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

第２条の表飛驒市私立大学設置応援基金の項を次のように改める。 

飛驒市私立大学支援基金 私立大学に対する支援に要する経費に充てるため 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



 資 料  
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                          飛騨市積立基金条例新旧対照表               (傍線部分は改正部分)                          

現 行 改正案 

第１条 略 

（設置） 

第２条 市が設置する基金の名称及び目的は、次の表のとおりとする。 

名称 目的 

飛騨市財政調整基金の項～飛騨市森林整備促進基金の項 略 

飛騨市私立大学設置応援基金 私立大学設立に対する支援に要

する経費に充てるため 

飛騨市まち・ひと・しごと創生事業基金の項・飛騨市企業立地促進

基金の項 略 

以下 略 

第１条 略 

（設置） 

第２条 市が設置する基金の名称及び目的は、次の表のとおりとする。 

名称 目的 

飛騨市財政調整基金の項～飛騨市森林整備促進基金の項 略 

飛騨市私立大学支援基金   私立大学に対する支援に要する

経費に充てるため   

飛騨市まち・ひと・しごと創生事業基金の項・飛騨市企業立地促進

基金の項 略 

以下 略 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について 

担 当 部 総務部 

提案理由 基金の名称及び目的を改めるための改正  

制定改廃 

の根拠等 

市独自の改正 

条 例 の 

概 要 

【改正の趣旨及び内容】 

４年制私立大学コ―・イノベーション大学が令和８年４月から開学す

ることに伴い、これまで私立大学の設置（設立）に対する支援を主たる

目的として設置していた「飛騨市私立大学設置応援基金」を、大学にお

ける教育や学生支援、新たな施設整備等に対する支援を主目的とするた

め「飛騨私立大学支援基金」に名称を改め、今後の大学運営全般に対す

る支援策に活用できるよう改めるもの。 

（第２条関係） 

〔参考〕 

〇活用が想定される支援策 

・教育、学生に対する支援 

・学部の新設、施設や備品の整備に対する支援 等 

市民への 

影 響 等 

私立大学支援のための財源とする基金として継続管理することで、私

立大学や学生にとって有益となる。 

施 行 日 令和８年４月１日 

備 考 〔参考〕 

〇飛騨市私立大学設置応援基金の状況 

令和７年度末残高見込額 249,061千円 

令和８年度活用予定額   6,000千円 

（いずれも令和８年2月24日時点見込み） 

 


